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2020(令和２)年度政策・制度予算に対する要請について 

 

貴職の日頃よりの市民生活の向上にむけた行政運営・諸施策の推進に敬意を表します。 

 

私たち連合大阪は、大阪府域で働く者を代表する組織として、暮らしの底割れや格差拡

大を是正するための「クラシノソコアゲ応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」など、働く者

が公正に報われる社会の実現にむけ様々な活動に取り組んでいます。 

 

そうした活動の一環として、誰もが安心して働き、生活できる元気な大阪を創りあげて

いく観点から、生活者・勤労者の立場にたって議論を重ね、今般、「2020（令和２）年度 政

策･制度予算に対する要請」をまとめました。 

 

働く環境ということでは、大阪では、現在、雇用情勢は安定的に推移しているものの、

女性や若年者の就業率は全国平均を下回っており、また非正規労働者比率についても

40.8％と全国平均（37.8％）に比べて依然として高い水準にあります。 

 

また、少子高齢化が進む中、生産年齢人口や年少人口が減少する一方、高齢化人口の増

加も見込まれており、2040 年度までに府域人口が 15 パーセント減少すると言う見通しも

示されています。人口減少・超少子高齢社会における持続的な発展をめざすためには、政

令指定都市である大阪市の役割は極めて重要であると認識しています。 

 

要請内容は、「雇用・労働・ワーク・ライフ・バランス施策」「経済・産業・中小企業施策」

「福祉・医療・子育て支援施策」「教育・人権・行財政改革施策」「環境・食料・消費者施

策」「社会インフラ施策」の 6 点を柱として 44 項目と大阪市地域協議会独自 9 項目を加え

て 53 項目となっています。2020 年度の市政諸施策にぜひとも反映していただきたく要請

いたします。 

 

以 上 
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2020 年度 大阪市政策・制度予算要請 

〔（★）は重点項目〕 

 

１.雇用・労働・ワーク・ライフ・バランス施策 

(1)雇用対策の充実・強化について（★） 

＜継続＞ 

①大阪雇用対策会議の定期的な開催について 

 特定産業における人材不足、雇用のミスマッチ、女性労働者の活躍促進、就職困難層へ

の施策充実など、雇用環境をめぐる課題は多く存在する。そこで雇用創出・確保に限定す

ることなく、幅広い雇用対策の拡充を目的として「大阪雇用対策会議」を開催し、実務者

レベルから協議をスタートさせるなど、行政・経済団体・労働団体が一体となって取り組

むこと。 

 

(2)就労支援施策の強化について 

＜継続＞ 

①地域での就労支援事業強化について 

 就職困難層に対する「地域就労支援事業」について、各市町村の事業実績を検証し、

「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」に設置された部会で、好事例を参考に事業の

強化を図ること。 

 さらに、「地域労働ネットワーク」も積極的に活用して、地域における労働課題の解消

を進めていくとともに、具体的な事業にも反映していくこと。 

 

＜継続＞ 

②障がい者雇用施策の充実について 

 障がい者雇用を促進し、とくに障がい者の受け入れ実績のない「障がい者雇用ゼロ企

業」に対して事業所訪問やカウンセリングなどを通じ、障がい者の就労支援と職場定着を

支援する取り組みを強化すること。 

 また精神障がい者の平均勤続年数が、身体障がい者や知的障がい者と比較すると短いこ

とから、精神障がい者の職場定着（離職率の改善）に向けて、支援団体等とも連携して、

きめ細やかな相談体制を充実させるなど、施策を強化させること。 

 

＜継続＞ 

③女性の活躍推進と就業支援について（★） 

 「大阪市男女共同参画基本計画～第 2次大阪市男女きらめき計画～」に基づき女性活躍

促進を図る取り組みの進捗状況と評価を行い、課題解決に取り組むこと。女性活躍推進法

に基づく、女性の積極的な登用・評価を実施するために、大阪市における推進計画の実施

状況を点検すること。また、女性の再就職支援のためのセミナーやサポートプログラムの

充実を図ること。 



2 

 

 また、女性の再就職支援のためのセミナーやサポートプログラムの充実を図ること。 

 

(3)労働法制の周知・徹底と法令遵守・労働相談機能の強化について 

＜継続＞ 

①「同一労働同一賃金」と事業主「パワハラ防止義務」の周知・徹底について 

 同一企業で働く正社員と、パート労働者や有期雇用労働者などいわゆる非正規雇用の方

との間の不合理な待遇差をなくすため、「同一労働同一賃金」の法整備が 2020 年 4 月から

施行される（中小企業は 2021 年 4 月）。本年 4 月に施行された「働き方改革関連法」とあ

わせて、内容の周知・徹底を、労働者、企業、経済団体等に対し十分に行うこと。とくに

中小企業では、施行時期の猶予もあるため、丁寧な周知に努めること。 

 また、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を事業主に義務付ける「改正

労働施策総合推進法」も本年 5 月に成立した。今後策定される指針の内容も含め、周知・

徹底を図ること 

 

＜継続＞ 

②法令遵守・労働相談機能の強化について 

 長時間労働の強要、残業代カット、名ばかり管理職、辞めたくてもやめられない、求人

票の内容と労働条件が異なるなど、いわゆる「ブラック企業」や「ブラックバイト」が社

会問題化している。これらの問題を撲滅するため、雇用・労働環境の整備、ワークルール

の遵守、過労死や過重労働等の撲滅、長時間労働の是正について、周知・啓発をはかると

ともに、相談を通じて悪質な疑いがあれば、大阪労働局とも連携し、適切な施策を講じる

こと。 

 さらに、利用者のニーズも踏まえて SNSを活用した労働相談の実施も検討すること。 

 

＜継続＞ 

(4)地方創生交付金事業を活用した就労支援について 

 「大阪市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「魅力と活力あふれる大阪をつくる」、

「若者・女性が活躍できる社会をつくる」、「健康で安心して暮らし続けられる地域をつく

る」の 3 つの基本目標を設定し、施策を総合的・継続的に推進していくこととされていま

す。そこで、事業の情報発信力を高めるとともに、SDGsが掲げる「ジェンダー（ジェンダ

ー平等を実現しよう）」や「成長・雇用（働きがいも経済成長も）」の目標達成に向け、と

くに魅力ある中小企業との場づくりや若年層の定着支援施策の充実をはかること。また、

就業ニーズの高い介護・福祉分野の定着支援施策として、独自の処遇改善助成金等を検討

すること。 

 

＜継続＞ 

(5)産業政策と一体となった基幹人材の育成について 

 大阪市の「ものづくり」は、東部地域を中心に高密度な工業集積地を形成している。成

長戦略として見込まれる IoT・ロボットテクノロジーはじめとする産業は、情報の収集や

人材育成が不可欠である。そのため、中小企業や教育訓練機関に対して、若年技能者への
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実技指導や講師派遣を幅広く行い、効果的な技能の継承と後継者育成を行うこと。加えて、

大学をはじめとする研究機関や支援機関を誘致するように施策すること。 

 

(6)ワーク・ライフ・バランス社会の実現について 

＜継続＞ 

①男女共同参画社会をめざした取り組み 

 妊娠・出産・育児・介護期に離職することなく、安心して働き続けられる環境整備にむ

けて、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の周知徹底を図るとともに、きめ細

やかに対応ができる相談窓口の充実を図ること。また、「大阪市女性活躍リーディングカン

パニー」認証事業を広く周知し、男女がともに働きやすい職場づくりや男性の育児休業取

得促進を含めた育児参加支援など、ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向けた施策を

推進していくこと。 

 

＜新規＞ 

②治療と職業生活の両立に向けて 

実際に不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦は、全体で 18.2％あり、働きながら不

妊治療を受ける方は増加している。また、厚生労働省が行った調査では、仕事と不妊治療

の両立ができず、16％の方が離職している。市の特定不妊治療（体外受精や顕微授精）の

拡充を図るとともに、事業主に対して、不妊治療を目的とした休職・休暇制度、不妊治療

のための費用の助成制度、仕事と不妊治療の両立を支援するための柔軟な働き方に関する

制度など、啓発活動や情報提供に積極的に取り組むこと。 

 

＜継続＞ 

(7)外国人労働者が安心して働くための環境整備について 

 地域で働き暮らすすべての外国人に対し、労働関係法令や生活に関する情報を多言語で

提供するとともに、母国語による相談・支援体制を整備・拡充すること。 

 また生活するうえで必要な日本語のみならず、働くうえで必要な日本語についても、外

国人労働者が習得できるようサポートを行うこと。 

 

２.経済・産業・中小企業施策 

(1)中小企業・地場産業の支援について 

＜継続＞ 

①ものづくり産業の育成強化について 

 MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）を中心として、ものづくり産業の育成を一層

進めること。とくに、ものづくり企業の従業員や OBなどをインストラクターとして養成し、

さまざまなものづくり現場で改善や後継者育成の指導を目的として、積極的に中小企業へ

の派遣を行うこと。また、女性のものづくり企業への就職促進に資する職場環境整備や情

報発信などについても、支援策を講じること。 
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＜新規＞ 

②若者の技能五輪への挑戦支援について 

 ものづくり産業を中心とする「強固な地方」「強固な現場」を構築するため、技能五輪の

全国大会・国際大会に積極的に挑戦する若者が増加するよう、広報を強化するとともに支

援を拡充すること。とりわけ中小企業に働く若者が参加できるよう、周知や支援を強化す

ること。 

 

＜継続＞ 

③非常時における事業継続計画（BCP）について 

 災害時に、顧客や従業員の安全、会社の事業、取引先への信用、従業員の雇用などを守

るべく、事業継続計画（BCP）の策定が重要となっている。しかし中小企業への普及率は、

依然低い状況にある。そこで関係機関との連携を強化し、専門アドバイザーの配置や中小

企業の訪問などを通じ、災害発生などの非常時に備えることができるよう、きめ細かな計

画策定の支援を強化すること。また企業の防災対策を入札時の加点要素に加えるなど、BCP

制定のインセンティブ制度を導入すること。 

 

＜継続＞ 

(2)下請取引適正化の推進について（★） 

 中小企業の拠り所となる下請かけこみ寺の相談件数が依然高い状況にあり、下請代金の

支払遅延や減額などの悪質事案が後を絶たない。サプライチェーン全体で生み出した付加

価値の適正な分配を実現するため、資材や人件費など増加コストを適正に転嫁できるよう、

企業間における適正な取引関係の確立に向けて、監督行政と連携を図り、下請法をはじめ

とする関係法令の周知とその遵守を徹底すること。とくに消費増税が行われたことからも、

適正な価格転嫁ができるよう、より強く国に働きかけること。 

 

＜継続＞ 

(3)総合評価入札制度の早期拡充と公契約条例の制定について（★） 

 総合評価入札制度を導入した市町村は、府内で 20市となっている。公共サービスの質の

確保、地域経済の活性化、地域における適正な賃金水準の確保により、住民福祉の増進に

寄与することを目的とした公契約条例の制定にむけ、関係事業団体との研究会等の設置に

ついて検討すること。 

 

３．福祉・医療・子育て支援施策 

＜継続＞ 

(1)地域包括ケアの推進（★） 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアの推進にむけ、質・量

ともに十分な介護サービスの提供体制を整備すること。また、地域包括ケアの整備推進に

対し、利用者、医療保険者、被保険者の声が反映できる仕組みを構築すること。加えて、

市民にも地域包括ケアに関する情報を積極的に周知すること。 
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＜継続＞ 

(2)予防医療のさらなる推進について 

 大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21（第 2 次後期）」を大阪市民にさらに広くＰＲす

る取り組みを行うこと。また、市民が大阪市の事業や健康に関する情報などを気軽に入手

できるよう、ＳＮＳを活用することや、保健医療関係団体や経済団体、労働団体などとも

連携したキャンペーンなどの具体的な取り組みを行うこと。 

 

 (3)医療提供体制の整備にむけて 

＜継続＞ 

①医療人材の勤務環境と処遇改善 

医療の安全確保のため、医療機関における労働環境の改善とワーク・ライフ・バランス

や勤務間インターバルの確保など、医療現場で働く労働者の健康に対する配慮を強化する

こと。また、新たな医療人材の確保に向け、処遇や勤務環境の改善、キャリアアップが可

能な仕組みの確立、専門性の向上をはかる研修機会の拡充などを積極的に実施すること。 

 

＜継続＞ 

②医師の偏在解消に向けた取り組みの実施 

 地域で安心して医療を受けられる提供体制を実現するため、地域や診療科ごとの偏在を

解消するための効果的な施策を実施すること。特に、救急科や産科、小児科など医師の不

足が懸念される診療科の医師の確保に取り組むこと。 

 

 (4)介護サービスの提供体制の充実にむけて 

＜継続＞ 

①介護労働者の処遇改善と人材の定着 

 今後、多くの人材が必要とされる介護労働の重要性に鑑み、介護に関わる多くの機関と

連携し、介護労働者の処遇の向上や介護業界全体の人材確保、職場への定着をはかること。

また、サービス提供責任者に対する能力開発プログラムの拡充や定期的な受講を義務付け

るとともに、事業所による受講促進にかかる取り組みを評価するなど、キャリアアップの

仕組みの整備を支援すること。 

 

＜新規＞ 

②地域包括支援センターの充実と周知徹底 

 地域包括支援センターが地域のニーズに則し、一定の水準を確保した実効あるものとし

て機能を発揮すること。また、労働者の介護離職を防ぐためにも、地域包括支援センター

が、家族などが介護をしながら働き続けることをサポートする機能や役割を持つことにつ

いて、地域住民に認識してもらえるよう、周知・広報に取り組むこと。 

 

(5)子ども・子育て施策の着実な実施にむけて 

＜継続＞ 
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①待機児童の早期解消 

 待機児童の早期解消に向け、子ども・子育て支援事業計画の適切な見直しを行うこと。

また、事業所内保育、家庭的保育や小規模保育などの整備・充実をはかること。整備の際

には、保育が適正に行われるよう、認可保育施設との連携などを行うこと。 

 

＜継続＞ 

②保育士等の確保と処遇改善 

子どもが心身ともに健やかに成長するのに必要な保育や幼児教育の質の確保のため、保

育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員などの労働条件と職場環境の改善を行うこと。その

ための正規・常勤での雇用、給与水準の確保、適正な配置、研修機会の確保などを行うこ

と。また、民間の保育事業者と行政との意見交換の場を設置することなどにより、現場ニ

ーズの把握や支援のあり方などについて検討し、保育の質の向上につなげること。 

 

＜継続＞ 

③地域子ども・子育て支援事業の充実 

 保護者の負担軽減に資するよう、病児・病後児保育、延長保育、夜間保育、休日保育な

ど多様なサービスの拡充のための財政支援を行うこと。 

 

＜新規＞ 

④企業主導型保育施設の適切な運営支援 

 企業主導型保育施設については、子どもの育ちと安全を保障するため、認定・指導・監

査などを徹底すること。また、認可施設への移行を強力に進め、保育の質を確保するとと

もに、企業主導型保育事業における地域貢献の理念を徹底するよう、国に要望すること。 

 

＜補強＞ 

(6)子どもの貧困対策について 

「子どもの貧困」の解消に向け、教育の機会均等を保障するための経済的支援を含む具

体的な支援・取り組みを迅速に行う「大阪市こどもサポートネット」を拡充すること。ま

た、居場所の提供や生活習慣・育成環境の向上の取り組みも含め、生活困窮者自立支援制

度の子どもの学習・生活支援事業などを積極的に実施すること。 

＜継続＞ 

(7)子どもの虐待防止対策について（★） 

 児童虐待を未然に防ぐため、市民に対し「児童虐待防止法」の周知を図ること。特に国

民の通告義務や児童虐待防止を呼び掛ける「オレンジリボン運動」について広く啓発活動

を行うこと。また、ネグレクトなどの児童虐待を予防するため、子どもと保護者への切れ

目のない支援を行うため「こども相談センター」の機能を発揮させ、子育て世代包括支援

センターの設置を働きかけるとともに、相談業務を担う職員の専門性を高める研修などを

実施すること。 
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４．教育・人権・行財政改革施策 

＜継続＞ 

(1)指導体制を強化した教育の質的向上にむけて 

将来を担う子どもたちの教育環境を充実させるためにも、義務教育の入り口である小学

校での 1・2 年生で実施している 35 人学級編制の対象学年を拡大すること。また、定数改

善により必要な教職員数を確保すること。さらに市立学校における教職員の長時間労働を

是正し、本来的な仕事の質を高めることにより、教育の質的向上をはかること。 

 

＜継続＞ 

(2)奨学金制度の改善について（★） 

2017 年度より給付型奨学金制度が新設されたが、対象者や支給金額が少ないことなど、

今後も拡充しなければならない。引き続き、国に対して求めるとともに、「大阪市奨学費」

の拡充を図ること。併せて、地元企業に就職した場合の奨学金返済支援制度の導入も検討

すること。 

 

＜継続＞ 

(3)労働教育のカリキュラム化について 

ワークルールや労働安全衛生など、働くことに関する知識を深め活用できるよう、高等

学校における。「働く若者のハンドブック」の十分な活用をはじめ労働教育の充実、カリキ

ュラム化を推進することまた、選挙権年齢が満 18歳以上に引き下げられたことにより、こ

れまで以上に社会人として必要な知識を身に付け、社会を構成する一員としての意識を醸

成するための主権者教育を充実させること。 

 

(4)人権侵害等に関する取り組み強化について 

＜継続＞ 

①就職差別の撤廃・部落差別の解消 

この間連合の「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」調査では、就職差別に

つながる採用選考の問題が明らかになっている。そうしたことからも、連合大阪は大阪労

働局に対して就職差別の撤廃にむけた要請を行っている。いまだ就職差別については根が

深い問題であることから、企業への指導を強化するとともに、部落差別解消法について市

民に広く周知徹底し、あらゆる差別撤廃にむけた施策を講じること。 

 

＜継続＞ 

(5)「副首都化」や大阪市廃止・分割構想について 

副首都推進本部では、副首都・大阪や副首都にふさわしい新たな大都市制度について議

論されている。大阪市廃止・分割構想は、４年前に「住民投票」という形で否決されたに

もかかわらず、引き続き住民投票を行おうとしている。再度の住民投票の実施は、民意を

あまりに軽んじるものである。このような市民を二分するような制度論ではなく、住民自

治と都市内分権を充実させること。 
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５.環境・食料・消費者施策 

＜継続＞ 

(1)食品ロス削減対策の効果的な推進（★） 

飲食店等に大阪市が取り組む「食べ残しあかんでＯＳＡＫＡ」の登録店舗の拡大を推進

するとともに、市民に対して「食べ残しゼロ」を目的にした「3010運動」などを周知す

るなど、効果的な啓発活動を実施すること。 

さらに、2019年 5月に成立した「食品ロス削減推進法」に則り、フードバンクに対する

具体的な支援を行っていくこと。 

 

＜継続＞ 

(2)消費者教育としての悪質クレーム（カスタマーハラスメント）対策の実施 

 「サービス等を提供する側と受ける側がともに尊重される消費社会」の実現をめざし、

一部の消費者による一般常識を超えた不当な要求や、異常な態様の要求行為などの悪質ク

レーム（カスタマーハラスメント）の抑止・撲滅を推進すること。具体的な取り組みとし

て、消費者に倫理的な行動をうながすための啓発活動や消費者教育を行うこと。 

 

＜新規＞ 

(3)特殊詐欺被害の未然防止対策の強化 

 大阪市では、高齢者などが狙われる特殊詐欺の被害が多発しており、未然防止対策の強

化が求められる。特殊詐欺の新たな手口や形態を把握し、消費者に対する迅速な情報提供

や注意喚起を効果的に行うこと。また、特殊詐欺被害を防ぐための「自動通話録音機」の

無償貸し出しや、詐欺対策機能の備わった電話機の購入補助などの対策を実施すること。 

 

＜新規＞ 

(4)プラスチックごみ削減の取り組み 

「プラスチックごみ」に対して、今後もプラスチック容器を含め増加傾向にあるとされ

ており、世界中で対処方法を求められている。 

特に問題とされているのが「マイクロプラスチック」で、環境中で自然に分解されずに

半永久的にたまり続ける可能性があり、また、海に広がったマイクロプラスチックを後か

ら回収することはほぼ不可能なので、プラスチックごみ自体を今のうちに減らしていくこ

とが必要とされている。このような状況の中、大阪市においても、「おおさかプラスチック

ごみゼロ宣言」を大阪府とも発表し、取り組みが進められている。今後、大阪市での取り

組みが実効性あるものになるよう、コンビニ・スーパー・レストランなどと連携し、プラ

スチック製ストローやレジ袋の利用廃止や回収など、飲食店や企業に再生材の利用を促す

ための取り組み、市民に対するリユース・リサイクルの徹底などを含めた啓発など、大阪

市においても早急に検討を重ね、具体的な取り組みを進めること。 
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６.社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策 

＜継続＞ 

(1)空き家対策の強化 

倒壊のおそれのある空き家については、火災や自然災害による危険性がある。また、い

わゆる「ゴミ屋敷」化している空き家などは、周辺住民にすでに悪影響を及ぼしている実

態がある。大阪市においては、「大阪市空家等対策計画」策定の下、近隣住民が安全かつ快

適に生活できるよう迅速な取り組みを実施すること。また、空き家対策の強化として、地

域活動協議会やＮＰＯ等と連携の上、事業実施を検討している団体などに対して開設に対

する支援や助成を積極的に行うこと。 

 

＜補強＞ 

(2)交通バリアフリーの整備促進と安全対策 

公共交通機関（鉄道駅・空港など）のバリアフリー化促進と安全対策の充実のため、駅

のエレベーターやエスカレーターの設置が進められている。これら設備の維持管理・更新

費用に対する財政支援措置を検討すること。また、転落事故などを防止するための鉄道駅

のホームドア・可動式ホーム柵の設置がさらに促進されるよう、利用者 10万人未満の駅に

設置する費用に対しての助成や税制減免措置などの財政措置の拡充・延長、また設置後の

補修についての助成を行うこと。 

 

＜新規＞ 

(3)高齢ドライバーの安全対策について 

最近、高齢者の運転と見られる事故が頻発している。今後高齢ドライバーが増加するこ

とから、未然防止に向けた啓発、さらにはドライバー教育・講習の充実、免許証返納の際

のインセンティブ制度の検討を行うこと。また、ブレーキとアクセルの踏み間違えによる

急加速を防止する装置等、安全運転をサポートする安全運転支援装置にかかる補助制度の

開始をすること。併せて、交通空白地帯を作らないよう、公共交通機関の充実をはかるこ

と。 

 

＜補強＞ 

(4)防災・減災対策の充実・徹底（★） 

ハザードマップや防災マニュアルなどを効果的に活用して、避難場所の把握や防災用品

の準備など、市民が（自助）具体的な災害対策に取り組むよう、積極的・継続的に啓発の

取り組みを実施すること。また、「避難行動要支援者名簿」の更新や、地域住民や事業者・

店舗など（共助）と共に発災時を想定した避難行動や具体的な訓練など、地域振興会なら

びに地域活動協議会を中心に働きかけること。さらに災害発生時における情報提供のツー

ルとしての自治体のホームページについて、見やすくわかりやすい様に工夫を行うこと。 

 

＜継続＞ 

(5)地震発生時における初期初動体制について 
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緊急時においては、自治体職員のマンパワーが重要である。特に地震発生においては、

初期初動体制が極めて重要である。大阪市においても少なからず非正規職員が占めている

現状の中で、緊急時に十分な対応ができるような人員体制を確保すること。また震災発生

においては、交通機関がマヒしていることから、勤務地にこだわらず職員の自宅から最寄

りの自治体に出勤し対応にあたるなど、柔軟に対応できるよう日常的に自治体間の連携を

行うとともに、少なくとも 24行政区において「直近参集」が図れるよう検証すること。 

また、地震発生の時間帯が帰宅・出勤（通学）時間帯と重なった際の帰宅困難者の対応

についても大阪北部地震の検証を踏まえて防災計画への反映を行うこと。 

さらに、外国人のための災害発生時の多言語での対応は、在住者のみならず外国人観

光客への迅速な情報発信も含めた支援体制を早急に構築すること。特に交通機関の情報

など、外国人旅行者が特に必要とする情報を、迅速、的確かつ分かりやすく、より多く

の言語で提供するための専用ウェブサイトやアプリ等を早急に開発すること。 

 

＜補強＞ 

(6)集中豪雨など風水害の被害防止対策（★） 

これまでも日本各地で豪雨水害、土砂災害などの風水害が多発している。災害の未然防

止のための堤防決壊などへの対策が非常に重要であると考える。あらためて危険度が高い

と見られる地域の未然防止の観点からも緊急に対策を講じること。また、災害がより発生

しやすい箇所を特定し森林整備などの維持・管理を重点的に行うこと。加えて、住民の資

産に影響を及ぼす可能性のある情報の提供について、地域の実情を踏まえ、慎重かつ確実

に実施するとともに、ハザードマップも含めて一層の周知・広報を行うなど、日頃の防災

意識が高まるようとりくむこと。 

 

＜継続＞ 

(7)公共交通機関での暴力行為の防止とその対策について 

国土交通省の調査では、駅構内や車内など公共交通機関での暴力行為は依然として高い

水準にあるとされている。これらの暴力行為の防止対策として、マスコミ媒体を活用した

啓発や自治体広報誌などでの府民に対する積極的な広報・啓発活動を行うこと。さらに、

駅構内や車内での巡回・監視などの防犯体制のさらなる強化をはかるとともに、公共交通

機関の事業者が独自で行う施策（防犯カメラの設置や警備員の配置など）への費用補助な

どの支援措置を講じること。 

 

７.大阪市地域協議会独自要望内容 

＜継続＞ 

(1)区行政の充実について 

本市は「市政改革プラン」に基づき、区長の権限と責任で、各区・各地域の事情や特性

に即した施策や事業を総合的に展開できるよう、区長の決定権の拡大を図られているとこ

ろである。各区において住民自治が機能する仕組みをつくり、住民に近い所でより多くの

行政サービスの提供が決定できるよう、行政区の役割は当然のことであるが、各局との連

携を深め横断的な財源と人員サポートが必要不可欠である。さらに、効果的な実効性を追
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求するため、行政区と各局との連携の在り方を検証し、財源と権限・人員を配置するこ

と。 

 

＜継続＞ 

(2)住吉市民病院廃止に伴う病院再編計画について 

住吉市民病院（住之江区）の廃止に伴い、民間病院誘致の断念が公表され、吹田市にあ

る市立弘済院附属病院の持つ認知症医療に併せて小児・周産期医療を担う新病院を整備

し、市立大学が運営することを検討されている。また、市会の附帯決議を踏まえて、住吉

市民病院跡地に暫定的に診療所を開設されている。一刻も早く、住吉市民病院が積極的に

取り組んできた小児、周産期の体制を維持し、特に入院機能を有した小児医療に取り組む

こと。 

 

＜継続＞ 

(3)休日急病診療所の増設を診療時間の拡大について 

大阪市内での小児科専門の救急病院が少なく、休日夜間になると大阪中央急病診療所

（西区）しか対応しておらず、大勢の患者が集中し、救急で行っても待ち時間が非常に長

い。各休日急病診療所の増設、または診療時間拡大をすること。 

 

＜継続＞ 

(4)児童いきいき放課後事業について 

「児童いきいき放課後事業」では、一定人数以上の利用希望者があれば、延長して 19

時までの延長利用を行っている。要件の緩和や利用金額の減額など改善されているもの

の、就労する保護者にとって終業時間を勘案すると 18時までの設定はニーズに合ってい

ない。公費において、一定人数以上の利用希望者がなくても、無料で 19時まで延長する

こと。 

 

＜継続＞ 

(5)「路上喫煙禁止地区」の拡大について 

道路や公園など、多くの人々が通ったり、集まったりする公共の場所での喫煙は、喫煙

する人が注意を払っていても、他人の身体や衣服などにたばこの火が当たってしまった

り、煙を吸わせたりすることがある。 

特に、たばこを持つ手は子どもの顔のあたりに位置するので、子どもに与える被害が問題

視されている。加えて、日本においては受動喫煙の関心度が先進国の中でも最も低く、喫

煙により生じた副流煙や呼出煙が有害物質を含み、健康に及ぼす影響が大きいと言われて

いる。少なくとも、各行政区において憩いの場として開放している公園などに「モデル喫

煙禁止地区」に指定することや、新たに「喫煙スペースエリア」を設置し喫煙者のモラル

向上へと、行政が担う役割を発揮すること。 

 

＜継続＞ 
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(6)すべての子どもたちに教育を保障すること 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（「多

様な教育機会確保法」）が成立し、国においても、義務教育未修了者や外国人等で日本語

の学習を希望する方々、義務教育を十分保障されていない不登校児童・生徒等、教育の機

会が均等に確保できるよう取り組みがすすめられることになった。不登校児童・生徒等へ

の支援とともに、夜間中学の充実と帰国・来日児童生徒への十分な対応など、学習したい

人たちへの学べる場所と学びやすい条件を保障すること。 

また、障害者基本法においては、「国及び地方公共団体は、障がい者が、その年齢及び能

力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限

り障がい者である児童及び生徒が障がい者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよ

う配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければな

らない。」とされている。障がいの有無に関係なく、地域の学校に進学し、安心して学ぶ

ことのできる条件整備をすすめること。 

 

＜継続＞ 

(7)教育費・医療費の完全無償化について 

保護者の経済力が、学力に大きく影響するということは、これまでの様々な調査で明ら

かになっている。就学援助制度もあるが、認定基準が厳格化されてきており、経済的に困

窮し、学校徴収金、積立金等の納入が困難な家庭も増加している。また、医療費について

は、現行、1医療機関での受診に、１回 500円、限度額は月 1,000円で、それを超える負

担額については無償となっている。しかし、学校での検診後、治療勧告書を保護者に交付

しても、経済的な事情で子どもを医療機関で治療させることができない保護者が存在して

いる。このことから、教育に関わるすべての費用と医療費を全額無償にすること。 

 

＜継続＞ 

(8)難波宮周辺整備について 

難波宮周辺（法円坂住宅跡地を含む）については、史跡区域としてされていることか

ら、大阪市は文化財の保存と顕彰に最善の努力を払うこととしている。今後の具体的な取

り組みを速やかに示すこと。また、大阪市は 1979年に「難波宮跡をはじめ文化財の保存

と顕彰に最善の努力を払う等の和解」を近隣住民と取り交わしていることから、現在の空

き地のままではなく、早急に史跡公園として整備し市民・観光客の憩いの場にすること。 

 

＜継続＞ 

(9)学力データを人事評価に反映させる制度設計について 

教育基本法において、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の

形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らない。」とされている。 

学力データは、、教育の目標のひとつであり、学校現場では、人格の完成をめざし、子

どもの多様な力を伸ばすために様々な教育活動が行われている。学力データの結果のみを

人事評価に反映させれば、テスト対策に重点が置かれるなど過度な競争が生じ、学力の低
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い子や障がいのある子が排除されるという誤った方向に向かう危険性があるのは、過去の

事例から見ても明らかである。学力データをあらゆる評価基準に反映させることをやめ、

背景にあるこどもの貧困や不登校など厳しい家庭環境のこどもたちに対する支援強化をお

こなうこと。 
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大阪市政策予算要請 用語集 

 

雇用・労働施策・ワーク・ライフ・バランス・経済・産業施策・中小企業施策 

＊大阪雇用対策会議 

 大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、大阪市、堺市、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪

の 8者で構成し、大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的に、オール大阪で雇用

対策に取り組む（国の緊急雇用対策に盛り込まれた「地域雇用戦略会議」に位置付けている）。 

 

＊大阪労働モデル（仮称） 

 大阪で安心して働くことのできる旗印として、就業率・休暇取得率・生産性・男性の育児休業・最低

賃金・組合組織率などの数値目標を定めたもの。（例：2007年の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・

バランス)〕憲章」の数値目標等を参考に定める） 

 

＊ＯＳＡＫＡしごとフィールド（エル・おおさか内） 

 「ひと」と「企業」をつなぐ新しいタイプの就職支援施設。大阪府内で就職活動を行う若者、中高年、

障がい者、女性（働きたいママ）に就職支援を行うために大阪府が設置した施設で、中小企業の人材確

保・育成支援等も行う。 

 

＊地域就労支援事業 

 各市町村が地域にある様々な支援機関と連携し、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない

方々（中途退学者や卒業後も未就職にある若年者、障がい者、母子家庭の母親、中高年齢者等）を支援

する事業。 

 

＊地域労働ネットワーク 

 行政・労働者団体・使用者団体等の機関・団体が連携して、地域の労働に係わる課題や問題を解決し

ていくために、大阪府総合労働事務所が事務局となり府内 7ブロックに「地域労働ネットワーク推進会

議」を設置し、合同企業面接会や説明会、労働問題や勤労者健康管理、ワーク・ライフ・バランスの啓

発セミナー等、幅広い労働関連事業を実施している。 

 

＊「平成 30（2018）年障害者雇用状況」（大阪労働局発表：2019年 4月 9日） 

 平成 30（2018）年 6月 1日現在の大阪における民間企業の障害者雇用状況 

 ・民間企業（法定雇用率 2.2％）に雇用されている障害者数  4万 7817.5人 

   前年より 7.5％（3348.0人）増え、15年連続の増加 

 ・民間企業における実雇用率 2.01％（＋0.09ポイント）〔全国 2.05％〕 

 ・法定雇用率達成企業の割合 41.0％（▲4.5ポイント）〔全国 45.9％〕 

  注)「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の

重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブル

カウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者に

ついては法律上、１人を 0.5人に相当するものとして 0.5カウントとしている。 
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 ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、

1人とカウントしている。 

    ①平成 27年 6月 2日以降に採用された者であること 

    ②平成 27年 6月 2日より前に採用された者で、 

     同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること 

 Cf) 障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象 

 障害者とは身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する）があるため、長期にわたり、

職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とする（法第 2 条第 1 号） 

 →身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他障害者（発達障害者、難治性疾患患者 等） 

 ＊雇用義務の対象（身体障害者、知的障害者） 

 ＊実雇用率算定の対象（身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳所持者） 

 

＊おおさか男女共同参画プラン 

 大阪府では、2001年７月にすべての人が個人として尊重され、性別にとらわれることなく、自分らし

くのびやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現をめざし、2010年度を目標年次とする「おお

さか男女共同参画プラン」を策定した。その後、2006年に一部改訂、2011年に後継計画として「おおさ

か男女共同参画プラン(2011－2015)」策定を経て、施策の検証・評価などから明らかになった課題や社

会経済情勢の変化を踏まえ、さまざまな人々が個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成に向け

て、基本方針を定めた「おおさか男女共同参画プラン(2016-2020)を策定した。 

※「女性の就業率」：現状値 年平均 47.7％（H29年） 

          目標値 全国平均を上回る（H31年度）⇒全国平均 49.8％（H29年） 

 「男性の育児休業取得者の割合」： 

          現状値 1.9％（H25年度） 

          目標値 全国平均を上回る⇒全国平均：4.59％（H29年度） 

 

＊大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 大阪府では、人口減少・超高齢社会のもとで、大阪の「成長の実現」と「安全・安心の確保」を同時

に図るため、日本の成長を牽引する東西二極の一極としての社会経済構造の構築をめざすとともに、少

子・高齢化等が及ぼす影響や将来の課題に的確に対応できるよう、実行性の高い標記戦略を策定した。 

 

＊地方創生交付金事業 

 2016年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための地方創生推進交付金

を創設。地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・ 主体的で先導的な事業。期待される効果として、

地方における安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性化の実現に寄与する。 

 

＊SDGs 

 持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された

2016年から 2030年までの国際目標である。持続可能な世界を実現するための 17のゴール・169のター

ゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っている。
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SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日本とし

ても積極的に取り組んでいる 

 

＊大阪人材確保推進会議 

 大阪府では、府内の製造業、運輸業、建設業の人材確保を必要とする業界で、働くことに魅力を感じ、

活躍できるよう、業界及び当該業界の企業のイメージアップと人材確保を図るため、業界団体や行政機

関、金融機関等で構成する標記推進会議を設立した。 

 

＊次世代育成支援対策推進法 

 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国によ

る行動計画策定指針ならびに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策

を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずることとしている。 

 

＊大阪府「男女いきいき」各種制度 

(1)男女いきいき・元気宣言事業者登録制度（2003年度～） 

  大阪府は、「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、働く場における男女共同参画に向

けた取り組みを進め、男性も女性もいきいき働くことができる元気な企業・団体をめざしてがんばっ

ている事業者を、「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、その取り組みを応援している。 

(2)男女いきいきプラス事業者認証制度（2018年度～） 

  上記「男女いきいき・元気宣言事業者登録制度」の登録からのステップアップとして、女性活躍推

進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定など、男女が働きやすい職場環境の整備と、さらなる女

性活躍に向け取り組む事業者を「男女いきいきプラス」事業者に認証する。 

(3)男女いきいき表彰制度（2018年度～） 

  上記「男女いきいきプラス事業者認証制度」登録の事業者の中から、独創的、先進的な取り組みな

どを行っている事業者を選考し、「男女いきいき事業者」として表彰する。 

 

＊不当労働行為救済制度 

 不当労働行為救済制度とは、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定

められている制度である。労働組合法第７条では、使用者の労働組合や労働者に対する以下のような行

為を「不当労働行為」として禁止している。 

 (1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止（第 1号） 

 (2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止（第 2号） 

 (3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止（第 3号） 

 (4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止（第 4号） 

 

＊ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪の略） 

 大阪府がクリエイション・コア東大阪に開設した、府内全域の中小ものづくり企業のための「ものづ

くりの総合支援拠点」。大阪府ものづくり支援課を中心に、さまざまな機関がものづくり企業を支援し

ている。 
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＊技能五輪全国大会 

 技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大会である。目的は、次代を

担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会

を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成を図ることにおかれている。 

 全国大会の出場選手は、各都道府県職業能力開発協会等を通じて選抜された者（原則 23 才以下）と

されており、国際大会が開催される前の年の大会は、国際大会への派遣選手選考会を兼ねている。 

 

＊ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画） 

 企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。災害や事故などの予期せぬ出来事の発生に

より、限られた経営資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにする

ために、事前に策定される行動計画。 

 

＊下請かけこみ寺 

 下請取引の適正化を推進することを目的とし、国（中小企業庁）が全国 48 カ所に設置した無料相談

窓口のこと。相談対応のほか、弁護士による紛争解決、講習会事業も行う。 

 

＊サプライチェーン 

 個々の企業の役割分担にかかわらず、原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プ

ロセスの繋がり。 

 

＊総合評価入札制度 

 「価格」のほかに「価格以外の要素（技術力）」を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的に

評価し、技術と価格の両面から見て最も優れた案を提示したものを落札者として決定する方式。大阪府

の本庁舎をはじめ府有施設における清掃等業務発注において、評価項目に障がい者や母子家庭の母の雇

用などの視点を盛り込んだ総合評価入札制度を 2003年度に全国初の取り組みとして導入した。 

 

＊公契約条例 

 地方自治体の条例の一つで、国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方

自治体が指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。指定される賃金は、国の最低賃金法

に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキングプアに配慮した内容になってい

る。2009年 9月に千葉県野田市で初めて制定され、2010年 2月に施行された。2010年 12 月に政令指定

都市としては神奈川県川崎市で初めて制定された。2014年 7月に都道府県としては奈良県で初めて制定

された。 

 

 

福祉・医療・子育て支援、教育・人権・行財政改革施策 

＊地域包括ケア 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供すること。 
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＊健活 10 

 大阪府が推進する健康づくりのための取り組みで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標に、府民

の健康づくりの一層の機運醸成をはかることを目的としている。 

 

＊大阪版健康マイレージ事業“おおさか健活マイレージアスマイル” 

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業における、府民向けサービスの名称。18歳以上の

府内在住者が参加でき、専用スマートフォンアプリ「アスマイル」をダウンロードすることで、ウォー

キングや特定健診の受診、健康イベントなどに参加ができる。健康活動に対してポイントが付与され、

さまざまな特典と交換ができる。 

 

＊介護雇用管理改善等計画 （介護労働者の雇用管理の改善に関する法律） 

 介護労働者の雇用管理の改善に関する法律の第 6条に掲げられているもので、介護を取り巻く背景認

識のもと、介護労働者の雇用管理改善等を総合的に進めることにより、介護労働者が生き生きとやりが

いをもって働くことのできる魅力ある職場づくりを力強く支援するため、今後の施策に関する基本事項

を示すもの。 

 

＊地域包括支援センター 

 介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」であり、各市町村が設置主

体。専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サ

ービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じる。介護保険の申請窓口も担っている。 

 

＊企業主導型保育（事業） 

 2016年に内閣府が開始した助成制度で、企業が主に従業員向けに保育施設を整備するための事業。自

治体の認可は必要ないため、認可外保育施設に位置づけられるが、基準を満たせば整備費の 75％相当と

運営費の助成が受けられる。 

 

＊生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活支援事業 

 2015年 4月からスタートした生活困窮者自立支援制度で、生活全般にわたる困難に対する相談に対応

する中で、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、

進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行

う。 

 

＊児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律） 

児童虐待の防止を目的として 2000年に制定された法律。親権者らによる体罰禁止が明記されており、

児童相談所の子どもの一時保護を担当する部署と、保護者の相談を受ける部署を分け、虐待事案への対

応力を高めることなどが盛り込まれている。 

 

＊オレンジリボン運動 

「オレンジリボン」は児童虐待防止運動のシンボルであり、児童虐待を根絶することをめざした運動 



19 

 

 

＊子育て世代包括支援センター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ

拠点。2016 年 6 月 2 日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍」等に基づいて、2020 年度末までに全

国展開をめざすこととされている。 

 

＊ＬＧＢＴ 

 「Lesbian（レズビアン）」、「Gay（ゲイ）」、「Bisexual（バイセクシュアル）」、「Transgender（トラン

スジェンダー）」の頭文字をとった言葉で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の一部の人々を

表す総称。 

 

＊ＳＯＧＩ（性的指向と性自認） 

 国連での国際人権法の議論で使用されたのが始まりで、Sexual Orientation and Gender Identityの

頭文字をとった言葉。直訳すると「性的指向と性自認」。セクシュアル・マイノリティだけでなく、すべ

ての人に関わる概念を指す言葉。 

 

＊副首都推進本部 

本部長に大阪府知事、副本部長に大阪市長が就任し、「副首都」の必要性や意義、「副首都」にふさ

わしい都市機能や行政機能のあり方などについて、幅広く意見を聞きながら検討を深め、中長期的なビ

ジョンや取組み方向を明らかにする。 

 

 

環境・食料・消費者施策、社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策 

＊食品ロス 

食べられる状態であるにも関わらず廃棄される食品。店舗での売れ残りや期限切れの食品、製造過程

で発生する規格外品、飲食店や家庭での食べ残しなど。 

 

＊おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度 

飲食の提供や食材等を販売する企業等が、食品ロス削減に積極的に取り組み、販売活動を通じて食品

ロス削減に係る消費者等への啓発活動を実施する際に、大阪府が取り組みを協力・支援し、広く食品ロ

ス削減の啓発を進めることを目的とした制度。 

 

＊3010運動 

宴会時の食べ残しを減らすキャンペーン。乾杯後 30分は席を立たずに料理を味わい、お開き 10分前

になったら自席に戻って料理を残さず食べようというもの。 

 

＊食品ロス削減推進法（食品ロスの削減の推進に関する法律） 

2019年 5月 24日成立、同 5月 31日に公布された法律。食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等

の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定、その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる

事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としている。 
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＊フードバンク 

食品関連企業から品質に問題のない食料品を無償で譲りうけ、「生活弱者」を支援する施設や団体に

無償提供する。 

 

＊カスタマーハラスメント 

従業員に対する暴言や土下座強要、ネットへの誹謗中傷の書き込みなど、顧客による過剰で悪質なク

レームや迷惑行為のこと。 

 

＊避難行動要支援者 

2013年 6月に災害対策基本法が改正されてから使用されるようになった言葉。高齢者、障がい者、乳

幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」と言い、そのうち、災害発災時、又は災害が発生する

おそれがある場合に、自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特

に支援を要するものを「避難行動要支援者」と言う。 

 

 

 

 

 

 


